
 

  

両立する職員の相談窓口を設置しました！！ 
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相談窓口 

部署  社会医療法人 本部室          

氏名  清武 充子・前田 雄貴               

TEL （0985）29-6465（内線 535・672）               

MAIL  a-kiyotake@keimei.or.jp 

MAIL  y-maeda@keimei.or.jp 

Ｒ6年 8月 20 日 

マ
マ 

◆妊婦の軽易業務転換 

◆妊婦健診等を受ける時間の確保◆坑内業務、危険有害業務の就業制限 

◆母性健康管理措置（通勤緩和、勤務軽減等） 

◆時間外労働、休日労働、深夜業の制限  

※特別な場合 ※特別な場合 

◆育児時間（1日 2回、少なくとも各 30分） 

◆育児短時間勤務制度    （1 日の所定労働時間を原則 6 時間とする） 

◆所定外労働の制限     （所定労働時間を超えての労働） 

◆時間外労働の制限 （1 か月 24 時間、1 年 150 時間まで） 

◆深夜業の制限   （午後 10 時から午前 5 時まで） 

◆子の看護休暇    (子が 1 人なら年 5 日、2 人以上なら年 10 日） 
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◆出生時 
 育児休業 

◆育児休業 （女性は産後休業後から 

男性は出産予定日から） 

※パパ・ママ育休プラスは１歳２か月までの間の１年間 
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パパ休暇は撤廃され、

出生時育児休業となり

ました。 

●２８日を限度として２回

に分割しての取得が可能。

（まとめての申出による） 

●労使協定を締結している

場合に限り労働者が合意し

た範囲で休業中の就業可能 

↓出産とは妊娠 4か月以上の分娩をいい「死産」「流産」も含まれます。 

 

分割して２回取得可能 

一部または全部の労働

者について、「業務の性

質又は業務の実施体制

に照らして、所定労働

時間の短縮措置を講ず

ることが困難と認めら

れる業務に従事する労

働者」として労使協定

により適用除外として

いる場合は代替措置を

記載。 

相談の内容は・・・ 
両立支援制度 
育児休業後の勤務 
復帰時期 
時短勤務 
など 
両立についてのどんなことでも 

産休前、育休復帰前、復帰後で 
男女問わず、仕事と子育ての両立に
ついての相談をお受けします。 

お受けした相談は 
各事業所の担当者に 
フィードバックいたします。 


